
9月 

敬老の日に 

全員で乾杯！ 

「おめでとう

ございます。」 
看多機スタッフ

一同 

    

                                           

 皆様からの相談を受ける際によく聞かれる内容をピックアップし 

情報を提供していきたいと思います 

「今回は施設のことをお伝えします。」参考にしてください。 
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 介護情報シリーズ② 

「施設の種類や利用条件について」 

」 

 

 

 

 

９月９月は防災月間 

風景描写 ☆彡  

お知らせ  

ボランティア募集中‼ 

庭づくり・話し相手・お茶だし演芸など関心

のある方はぜひご連絡ください。 

秋田市介護支援ボランティア事業所として

登録しています。 

★リンデンバウムカフェ             

毎月第４月曜日 １４時～開催しています。            

R７年９月２２日「ホルン演奏会」予定です。 

★健康体操教室/毎月第 2木曜日  
講師：フレアス在宅マッサージの先生 

どちらも、参加自由・申し込み不要 【あとがき】 「天高く馬肥ゆる秋」になりました。残暑はまだまだ厳しいで

すが、季節の変わり目です、皆様もお体に注意してお過ごしください。 

食欲の秋には、ぜひ「タンパク質を意識して、楽しく召し上がってください

（星）  

 

 

8月 庭の枝豆もぎりました 
 

7月は浅漬け・かき氷・はす

見学 

  
 

※ここでいう高齢者施設とは、安心して生活できる住まいです。 

 外出や外泊などで自宅に戻る事は勿論可能です。 

 
補足 

・特別養護老人ホームの申し込みは原則、要介護 3以上の方です。 

・介護老人保健施設は要介護 1以上で、リハビリに重点を置いた 

介護が必要な方です。 

・グループホームは認知症の診断が必須、要支援から申し込み可能 

・ケアハウスは自分で自分の事が出来る/自立している方が対象 

・介護付き有料老人ホームは、入所している方が 24時間介護など

を受けられて生活をしていく場です。 

・住宅型有料老人ホームは介護が必要になった時に受けられます。 

・現在、秋田市に介護医療院はありません。 

※秋田市発行している「高齢者のためのくらしのしおり」に、市内の

施設一覧が掲載されています。市役所長寿福祉課の窓口又は、

包括支援センターにお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

頭の体操 


